
 
様式 C-19 

科学研究費補助金研究成果報告書 

 

平成 21 年 5 月 19 日現在 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

研究成果の概要： 

本研究は, メカニズム・デザイン理論を法と経済学で研究されている研究課題に応用すること

により、経済制度の比較や新しい経済制度の設計を目指した。メカニズムデザイン論の観点か

ら法学を方法的に再構築するための基礎研究として、常木は単著（後掲）を完成した。芹澤は、

ライセンスや不分割財を割りあてる際に私的情報を引き出して効率的配分を達成するオークシ

ョン理論を研究し、理論的論文を公刊した。また、西條との共同で、公共入札工事制度に関す

実験研究を行い論文を発表した。 

 
 

交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

2005 年度 1,500,000 0 1,500,000 

2006 年度 700,000 0 700,000 

2007 年度 700,000 210,000 910,000 

2008 年度 700,000 210,000 910,000 

  年度    

総 計 3,600,000 420,000 4,020,000  

 

 

研究分野：社会科学 

科研費の分科・細目：経済学・理論経済学 

キーワード：法と経済学、メカニズム・デザイン、オークション理論、実験経済学 

 

１，研究開始当初の背景 

(1)この数十年の間に、法律学と経済学の学

際分野として「法と経済学  (Law and 

Economics)」という分野が、また、経済学の

中に「メカニズム・デザイン (Mechanism 

Design)」と呼ばれる理論が発展してきた。

伝統的な経済学では,経済問題を分析する際

に,その分析対象とされる経済問題がおかれ

る（法律などを含めた経済活動が行われるル

ールとしての）経済制度を所与として経済主
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体の行動やその相互関連を分析することが

多かったのとは対照的に、メカニズム・デザ

インは経済制度そのものを主要な分析対象

とし、いろいろな経済制度の比較や新しい経

済制度の設計などを目的としている。 

（2）このような目的は、法と経済学の研究

目的と多くの面で重なるが、現在まで法と経

済学とメカニズム・デザインの研究との相互

乗り入れは、不十分であった。 

 

２．研究の目的 

（1）本研究は、1．の点に鑑みて、メカニズ

ム・デザイン理論を法と経済学に応用して、

法・経済制度の設計を目指した。 

（2）また、法と経済学が扱う現実の諸問題

への応用可能性を踏まえて、メカニズム･デ

ザインの理論研究をさらに発展させること

を目指した。 

（3）さらに、実験経済学の手法を用い、経

済制度に関する実験研究を進めることをも

目指した。 

 

３．研究の方法 

(1) 法と経済学で研究されている問題を精査

し、メカニズム・デザインの理論が応用でき

る形式に定式化する。その際、法と経済学の

方法論的基礎について、基番的考察を行う。 

(2) 法と経済学の問題にメカニズム･デザイ

ンの理論を応用するための理論研究を行う。

効率的な排出権取引のための市場設計や排

出権初期配分に最適な入札制度の設計のた

めのオークション理論の研究を行う。 

(3) 導出されたメカニズム・デザインの理論

を実験的に検証する。その結果からのフィー

ドバックによって、実験結果から見られる問

題点に対応するためのメカニズム・デザイン

の理論的修正や一般化を試みる。 

 

４．研究成果 

（1）公正かつ効率的な資源配分のためのメ

カニズムの構築が、メカニズムデザイン論の

基本的課題である。これに対して、法学の分

野では、長い間、経済学は効率的な経済社会

の構築を目標としており、法学は、これに対

抗して公平かつ正義に則った社会の実現を

目指しているという誤った固定観念に基づ

く学問間の分業を想定してきた。この研究の

成果として、メカニズムデザイン論の基本を

慎重に概説することを通して、これらの誤っ

た先入観を批判するとともに、法学者が依拠

してきた公平や正義の概念を再検討して、そ

の著しい曖昧性を指摘し、これらの基本概念

を経済学の基本に基づいて再定式化する必

要があることが明らかとなった。 

 

（2）法学と経済学の関係については、社会

制度上の枠組みに基づく住み分けを重視す

る議論も有力であった。すなわち、法学の課

題は、個別の紛争処理の場面での事後的な司

法的裁定のための裁判規範の研究であり、他

方、経済学の課題は、社会全体を対象とした、

事前的な意味で効率的ないし目的合理的な

社会システムの設計であるから、法律論、と

りわけ法解釈学の領域については、経済学を

はじめとする社会科学的認識ではなく、法律

家集団による法内在的議論の集積が尊重さ

れるべきであるとする意見である。しかし、

この区分によって、両方の学問が完全に相互

独立に分業できるわけではない。 

 まず立法論の場合、法ルールの設計を通し

て必然的に、事前的な意味で合理的な社会目

的の実現が課題となるため、メカニズムデザ

イン論の視点は、不可欠である。第二に解釈

論の場合でも、一定のクラスの紛争事例に対

して定着した判例法理が存在すれば、それら

は事前的な法ルールとして機能するため、結



 

 

果として、何らかの社会目的の実現に貢献し

ていることとなり、やはり、メカニズムデザ

イン論の視点からの評価が不可欠となる。も

ちろん、他方において、伝統的な法学研究の

在り方には、それにふさわしい重要な学問的

意義が存在する。我々の研究は、法学の基本

的な方法論である法解釈と、メカニズムデザ

イン論とが、学問的に相互補完的であり、両

手法を総合的に適用してゆくことによって、

法学研究の大幅な革新が可能であることを

明らかにした。 

 

（3）メカニズムデザインの原型のひとつで

ある費用便益分析に関する検討を通じて、法

解釈と立法政策において、費用便益分析が占

めるべき重要な役割を明らかにした。まず、

費用便益分析の規範的基礎となる社会効率

性の基準は、「法と経済学」の開祖の一人で

あるリチャード・ポズナーが法的価値判断

の基礎であるべきと主張とした仮説的補償

原理であることを指摘し、この価値基準に

ついて、その意義と問題点とを含めて、仔

細に検討した。次に、具体的な費用便益分

析の基準について、帰着ベースでの分析、

発生ベースでの分析、局所的近似による分

析、の三通りに分類して、代表的なものを

提示し、それぞれの意義と限界とを示した。

費用、便益ともに、長期の時間に渡って作

用する政策評価については、時間要素を導

入した費用便益基準がどのように理論的に

拡張できるかを検討した。次に、公共投資

の多くが公共財の供給にかかわっているこ

とを考慮して、公共財の供給のために費用

便益基準を詳しく展開した。最後に、メカ

ニズムいデザイン論としての費用便益分析

を適用するための政治制度的条件に関して

問題提起を行った。 

 

（4）制度設計問題の一応用として、法曹養

成の効率的かつ公平なシステムがいかにあ

るべきかを論じ、司法試験の規制緩和の必要

性について論じた。それと同時に、弁護士の

市場競争の激化が「法の支配」と弁護理念

の意味を変質させる可能性を指摘し、それ

が司法に対する国民の信認を変化させうる

かという観点から、弁護士のサーヴィス市

場に対する規制をどのようにデザインして

行くべきかについての提言を行った。 

 

（5）同じく、制度設計問題の応用として、

日本企業の労務管理の問題を考察し、長期雇

用と主観的な業績査定を基本とする日本企

業の労務管理デザインの手法が、1990 年代

以降、それまでの合理性を失いつつあり、新

たなシステムデザインを求められているこ

とを示した。これに関連して、近年、労働法、

労働経済学の分野において盛んになってい

る、不完備契約理論の適用によって解雇規

制法理の経済学的正当化を試みる研究につ

いて、批判的に検討した。まず、解雇規制

の例に即しつつ、不完備契約理論の骨格を

説明するとともに、不完備契約理論に基づ

く解雇規制正当化の基本的論理と、それに

対する筆者の主要な疑問点を提示し、次に、

近年の日本において、経済学者が不完備契

約理論を応用して解雇規制の正当性を主張

した代表的な論文を取り上げて、それらの

論文が展開している議論について、筆者が

問題点と思うところを指摘した。最後に、

近年、日本の法学者の間で有力視されてい

る、関係的契約理論に基づく解雇規制正当

化論の代表的な論考を取り上げ、筆者の疑

問点を指摘した。 

 

（6）ライセンスや非分割財を効率的に人々

に配分する問題を考え、配分される財につい

て被配分者に所得効果があったり、借入制約

があったりする状況の下で、財を配分するル



 

 

ールについて分析した。その結果、１） 被

配分者たちに自発的参加を促す、２） 被配

分者たちの財に対する情報を引き出す、３） 

効率的に配分する、という性能をもつルール

が一つのタイプしか存在しないこと、かつそ

れがVickrey allocation Ruleと呼ばれる配分

ルールであることを、証明した。 

 

（7）公共工事入札において手抜きの可能性

を考慮した理論モデルを構築して経済実験

を行い、入札資格審査制度や最低入札価格

制度の果たしている役割について、分析を

行った。 

 

（8）メカニズムデザイン論の基本は、効

率的かつ公平な社会経済システムの設計で

あるが、この場合、公平性の基準は、平等

の要件と深い関係がある。にも、かかわら

ず、メカニズムデザイン論が形式的に規定

する公平性の基準と、法哲学的な平等概念

との間には、無視できない乖離が存在する。

本プロジェクトの研究の一部では、平等と

は何か、また、それを実現するための社会

制度がどうあるべきかを考察した。この点

の詳しい検討は、実践哲学、法学、政治学、

経済学、社会学など様々な分野で幅広い関

心を引くものと思われる。平等とは、価値

判断である以上、そこに様々な見解が並立

することを避けることはできないが、それ

が、単なる個人の意見ではない何らかの普

遍的効力を予定するものである限り、多様

な見解を比較・検討することによって、諸

個人が合意すべき根本規範としての｢平等｣

性の存在と、平等化を実現するための社会

制度の方向性について、一定の示唆を与え

ることができることを明らかにした。 
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